
一
頁

○
農
林
水
産
省
令
第
四
十
一
号

口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
条
第
三
項

、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
十
七
条
、
第
二
十
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
規
定
並
び
に
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
二
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
第
一
条
第
三
項
（
同
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
車
両
等
の
消
毒
の
た
め
の
設
備
）

第
一
条

口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
消

毒
の
た
め
の
設
備
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

踏
込
消
毒
槽

二

消
毒
薬
噴
霧
装
置



二
頁

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

（
車
両
等
の
消
毒
の
基
準
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
ア
ル
カ
リ
水
剤
、
ハ
ロ
ゲ
ン
塩
製
剤
そ
の
他

の
口
蹄
疫
の
病
原
体
に
対
し
て
十
分
な
消
毒
の
効
果
を
有
す
る
消
毒
薬
を
用
い
て
、
こ
れ
を
消
毒
目
的
物
に
十
分
に
散
布
し

て
い

、
塗
布
し
、
又
は
こ
れ
に
消
毒
目
的
物
を
浸
す
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
消
毒
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
消
毒
の
対
象
と
な
る
物
品
）

第
三
条

法
第
四
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
物
品
は
、
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

第
三
十
九
条
第
一
項
の
緊
急
自
動
車
そ
の
他
の
車
両
で
当
該
車
両
の
性
質
又
は
状
況
に
か
ん
が
み
家
畜
防
疫
員
が
合
理
的
な

理
由
が
あ
り
消
毒
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
判
断
し
た
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
車
両
等
の
消
毒
の
た
め
の
設
備
を
設
置
し
て
い
る
場
所
の
表
示
）

第
四
条

法
第
四
条
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
口
蹄
疫
の

て
い

ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
車
両
等
の
消
毒
の
た
め
の
設
備
を
設
置
し
て
い
る
場
所
で
あ
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
の
項
の
規

定
に
基
づ
い
て
当
該
場
所
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
前
条
に
定
め
る
物
品
及
び
当
該
者
自
ら
の
身
体
を
消
毒
す
る
こ
と
が



三
頁

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
判
断
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
勧
告
等
の
通
知
等
）

第
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
勧
告
を
し
、
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
場
合
に
は

、
同
条
第
一
項
の
家
畜
を
所
有
す
る
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
通
知
し
、
又
は

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
家
畜
の
所
有
者
又
は

そ
の
所
在
が
知
れ
な
い
と
き
は
、
当
該
書
面
の
公
示
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
勧
告
又
は
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
家
畜

二

当
該
勧
告
を
し
、
又
は
当
該
措
置
を
実
施
す
る
根
拠
と
な
る
法
の
規
定

三

当
該
勧
告
を
し
、
又
は
当
該
措
置
を
実
施
す
る
理
由

四

当
該
勧
告
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
家
畜
を
殺
す
べ
き
期
限

五

当
該
措
置
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
を
実
施
す
る
日
時
、
場
所
及
び
そ
の
方
法

六

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

（
焼
却
及
び
埋
却
の
基
準
）



四
頁

第
六
条

法
第
六
条
第
六
項
の
焼
却
及
び
埋
却
に
つ
い
て
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
二
の
一
及
び
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
補
て
ん
又
は
補
償
の
対
象
と
な
る
損
失
等
）

第
七
条

口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
一
条
第
二
項
の
評
価
人
は
、
家
畜
防
疫
員
、
家
畜
防
疫
員
以
外
の
地
方
公
務
員

で
畜
産
の
事
務
に
従
事
す
る
も
の
及
び
地
方
公
務
員
以
外
の
者
で
畜
産
業
に
経
験
の
あ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
名

以
上
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
一
条
第
三
項
（
同
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
費
用
の
額
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
勧
告
の
日
か
ら
当
該
家
畜
が
殺
さ
れ
た
日
ま
で
に
要
し

た
飼
料
費
そ
の
他
の
当
該
家
畜
の
飼
養
に
要
す
る
費
用
と
す
る
。

（
ね
ず
み
等
の
駆
除
等
の
実
施
の
方
法
）

第
八
条

法
第
十
七
条
の
消
毒
又
は
駆
除
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
行
う
も
の
と
す
る
。

一

対
象
と
な
る
場
所
の
状
況
、
口
蹄
疫
の
病
原
体
の
性
質
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
十
分
な
消
毒
又
は
駆
除
の
実
施
が

て
い

可
能
で
あ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。



五
頁

二

消
毒
又
は
駆
除
を
実
施
す
る
者
の
安
全
並
び
に
対
象
と
な
る
場
所
の
周
囲
の
地
域
の
住
民
の
健
康
及
び
環
境
へ
の
影
響

に
留
意
す
る
こ
と
。

三

必
要
に
応
じ
家
畜
防
疫
員
の
技
術
的
指
導
、
助
言
等
を
求
め
る
こ
と
。

（
損
失
の
補
て
ん
に
係
る
家
畜
等
の
移
動
等
の
禁
止
等
の
基
準
）

第
九
条

法
第
二
十
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
条
の
家
畜
等
の
移
動
等
の
禁
止
等
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
の
区
域

内
で
の
移
動
の
禁
止
又
は
制
限
を
実
施
し
た
都
道
府
県

二

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
に
係
る
区
域
を
含
む
都
道
府
県

（
証
票
の
様
式
）

第
十
条

法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
三
十
一
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。



六
頁

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式（一）（第五条関係）

殺処分勧告書

口蹄疫対策特別措置法第六条第一項の規定により、下記の当該家畜を殺すべきこと

について、同条第三項の規定により書面により勧告します。

年 月 日

住所

氏名 殿

都道府県知事名

記

一 殺処分の対象となる家畜

二 勧告を実施する根拠となる法の規定

三 勧告を実施する理由

四 一の家畜を殺すべき期限

五 その他必要と認める事項



様式（二）（第五条関係）

殺処分勧告書（報告）

口蹄疫対策特別措置法第六条第一項の規定により、下記の当該家畜を殺すべきこと

を勧告したこと（ 年 月 日実施）について、同条第四項の規定により書面を交付

します。

年 月 日

住所

氏名 殿

都道府県知事名

記

一 殺処分の対象となる家畜

二 勧告を実施した根拠となる法の規定

三 勧告を実施した理由

四 一の家畜を殺すべき期限

五 その他必要と認める事項



様式（三）（第五条関係）

殺処分通知書

口蹄疫対策特別措置法第六条第二項の規定により実施する措置について、同条第三

項の規定により書面により通知します。

年 月 日

住所

氏名 殿

都道府県知事名

記

一 殺処分の対象となる家畜

二 殺処分を実施する根拠となる法の規定

三 殺処分を実施する理由

四 殺処分を実施する日時、場所及びその方法

五 その他必要と認める事項



様式（四）（第五条関係）

殺処分報告書

口蹄疫対策特別措置法第六条第二項の規定により実施した措置について、同条第

四項の規定により書面を交付します。

年 月 日

住所

氏名 殿

都道府県知事名

記

一 殺処分の対象となった家畜の種類

二 殺処分を実施した根拠となる法の規定

三 殺処分を実施した理由

四 殺処分を実施した日時、場所及びその方法

五 その他必要と認める事項
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